
土木建築部（局）　における随意契約の実績　　（平成29年度３／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

1
技術･建設
業課

平成29年度 電
子納品保管管
理業務委託

平成29年
10月30日

4,762,800
一般財団法人　沖縄県建
設技術センター

沖縄県那覇市寄宮一丁
目７番１３号

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、 (一財)沖縄県建設技術センターが
開発した、沖縄県土木建築部所管の公共施設
情報を統合的に管理する「公共施設情報管理
システム」を活用して、電子納品保管管理シス
テムの改良、登録及び管理を行うものである。
　沖縄県土木建築部の各課所は、同システム
を利用することで、施設に関する情報と工事･設
計等の電子データを共有することができるた
め、効率よく業務を行うことが可能となる。
　同システムに関する著作権・所有権は (一財)
沖縄県建設技術センターが有するため、同セン
ターと契約することが最も適当である。

特命随意
契約

2
道路街路
課

キャンプキン
ザーゲート４関
連施設新築工
事設計業務（Ｈ
２９）

平成29年
12月21日

7,155,776 (株)建築工房　亥
沖縄県宜野湾市嘉数１丁
目12番1-3号

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、米軍の基準（対テロ／防護基準）
が変更されたことから、平成25年度に実施した
設計業務を修正設計するものである。
　米軍基地内の設計業務であり機密事項を取
り扱うため、機密保持を目的とし前回の設計業
者と契約する。

特命随意
契約

3 河川課

平成２９年度
公共土木施設
情報管理業務
委託（特殊堤）

平成29年
12月12日

3,618,000
一般財団法人　沖縄建設
技術センター

沖縄県那覇市寄宮１丁目
７番１３号

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、沖縄県内における河川台帳上に
ある特殊堤について現況調査を行い、法定点
検対象の特殊堤を把握し、公共施設情報管理
システムへ登録する業務である。
　当該業務を実施するには、河川公共施設台
帳を一元的に管理している「公共施設情報管理
システム」の活用が必須であるため、同システ
ムに関する著作権・所有権を有する同センター
と契約を行った。

特命随意
契約

4
海岸防災
課

平成２９年度
公共土木施設
情報管理業務
（海岸）

平成29年
10月17日

2,667,600
一般財団法人　沖縄県建
設技術センター

沖縄県那覇市寄宮１丁目
7番１３号

第167条の２
第１項第２号

　沖縄県建設技術センターが有する著作権
（OCTC公共施設情報管理システム）を必要と
するものであるため。

特命随意
契約



土木建築部（局）　における随意契約の実績　　（平成29年度３／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

5 港湾課
沖縄県管理港
湾台帳更新業
務

平成29年
11月28日

3,261,600
一般財団法人　沖縄県建
設技術センター

沖縄県那覇市寄宮１丁目
７番１３号

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、沖縄県が管理する港湾施設につ
いて、港湾台帳を調製するものである。
　当該業務を実施するには、「公共施設情報管
理システム」の活用が必須であるため、同シス
テムに関する著作権・所有権を有する相手方と
契約を行った。

特命随意
契約

6 空港課

Ｈ２９旅客ターミ
ナル耐震対策
及び津波避難
計画等策定業
務

平成29年
11月13日

22,734,000
株式会社日本空港コンサ
ルタンツ・株式会社国建
共同企業体

東京都中央区勝どき一
丁目１３番１号

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により公募を行ったところ１
社から応募があった。企画提案内容等を選定
委員会において審査したところ、左の社の提案
は評価が高かったため、契約の相手方として選
定した。

特命随意
契約

7 空港課

北大東空港搭
乗待合室等増
築工事監理業
務

平成29年
11月6日

3,227,360 赤嶺企画設計室
沖縄県那覇市長田１－４
－１９

第167条の２
第１項第２号

　本業務に係る設計は、左の設計者により完了
している。今回の計画地は保安制限区域内で
あるため、航空機の離発着による作業時間や
セキュリティーの管理において特別な制限かか
るが、当該設計者は施設の状況と課題を十分
把握している。円滑な執行と進捗を図るため、
契約の相手方として選定した。

特命随意
契約

8 空港課

多良間空港手
荷物受取所拡
張工事設計業
務

平成29年
12月1日

2,007,200 株式会社現代設計
那覇市松島二丁目１番８
号

第167条の２
第１項第６号

及び
第167条の２
第１項第７号

　対象物件は、平成23年度に設計を実施したも
のの、入札不調により未だ工事が実施されてな
い状況である。今回の業務は平成29年2月より
新機材の導入等により前提条件が変わったこ
とを受けての修正設計である。当該業者は平成
23年度の設計業務を受注しており、現地の状
況、施設の特性等について熟知しており、本業
務を効率的に遂行できる。また、見積を徴収し
たところ、県の積算基準よりも著しく有利な金額
が提示されているため、契約の相手方として選
定した。



土木建築部（局）　における随意契約の実績　　（平成29年度３／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

9
都市計画・
モノレール
課

平成２９年度沖
縄都市モノレー
ル関連施設維
持修繕業務委
託（その２）

平成29年
10月20日

12,279,600 沖縄都市モノレール(株)
沖縄県那覇市字安次嶺
377-2

第167条の２
第１項第２号

　本業務の中で修繕を行う『安里駅舎内エスカ
レーター』及び『那覇空港連絡通路動く歩道』
は、協定書に基づき沖縄都市モノレール株式会
社で維持修繕が行われているが、経年劣化に
より修繕が必要であることが定期点検により報
告された。
　報告を踏まえ、見積徴収した結果、修繕費用
が多大なため、費用負担及び修繕工事の実施
主体について協議を行い、費用は道路管理者
が負担し、修繕工事の実施はモノレール株式
会社で行うことを確認し、契約を行った。

特命随意
契約

10
都市計画・
モノレール
課

ゆいレールガイ
ドブック及び
ウェブサイト更
新等委託業務

平成29年
11月1日

10,673,640
光文堂コミュニケーション
ズ（株）

沖縄県島尻郡南風原町
字兼城577

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ、４社から応募があった。それぞれの企画提
案内容等を選定委員会において審査したとこ
ろ、左の業者の提案は総合得点で最も高得点
であったため、契約の相手方として選定した。

11
都市計画・
モノレール
課

首里城等の主
要施設管理運
営事業者選定
要件整理等委
託業務

平成29年
10月25日

6,192,180
新日本有限責任監査法
人

東京都千代田区内幸町
二丁目2番3号日比谷国
際ビル

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ２社から応募があった。それぞれの企画提案
内容等を選定審査会において審査したところ、
左の社の提案は評価点が最も高得点であった
ため、契約の相手方として選定した。

12
建築指導
課

平成29年度耐
震不適格建築
物基本調査委
託業務

平成29年
12月26日

7,633,440
特定非営利活動法人　沖
縄県建築設計サポートセ
ンター

沖縄県浦添市安波茶１丁
目32番13号

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。参加表明書、技術提
案書について技術審査会及び指名審査会にお
いて審査し、左の者を契約の相手方として選定
した。

特命随意
契約



土木建築部（局）　における随意契約の実績　　（平成29年度３／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

13
建築指導
課

平成29年度沖
縄県アスベスト
データベース作
成（建築物所有
者特定業務）支
援委託業務

平成29年
11月13日

4,773,600
一般財団法人建築行政
情報センター

東京都新宿区神楽坂１丁
目15番地

第167条の２
第１項第２号

　建築行政共用データベースシステムは、建築
行政に係る事務処理の迅速化をはかるため構
築された。同システムは国、特定行政庁および
民間確認検査機関等の相互情報共有のため、
開発・運営を（一財）建築行政情報センターが
行っており、同社以外に契約できる機関はな
い。

特命随意
契約

14 住宅課

沖縄県応急仮
設住宅建設マ
ニュアル等策定
業務

平成29年
11月20日

12,711,600
(株)オリエンタルコンサル
タンツ沖縄支店

沖縄県那覇市久茂地２丁
目12番21号

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。企画提案内容等を選
定委員会において審査したところ、左の社の提
案は地域の実情を適確に把握しており、実現性
の高い内容であることから評価が高く、総合得
点でも高得点であったため、契約の相手方とし
て選定した。

15 住宅課

平成29年度空
家対策に係る
市町村支援委
託業務

平成29年
12月11日

11,858,400
ランドブレイン株式会社沖
縄事務所

沖縄県那覇市松尾１丁目
19番地27号

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ２社から応募があった。それぞれの企画提案
内容等を選定委員会において審査したところ、
左の社は特定テーマに対する技術提案の的確
性や実現性及び独創性に優れていることから
評価が高く、総合得点でも最も高得点であった
ため、契約の相手方として選定した。

16
施設建築
課

県営古波蔵第
３市街地住宅
昇降機改修工
事（３号棟）

平成29年
10月5日

10,584,000
沖縄菱電ビルシステム
（株）

沖縄県那覇市久茂地１ー
３ー１

第167条の２
第１項第２号

　本工事は、県営古波蔵団地第３住宅３号棟に
設置されている既設エレベーター２基につい
て、戸開走行保護装置等の追加及び耐震改修
を行うものである。
　当該エレベーターは、エレベーター製造メー
カーである三菱電機(株)の県内施工業者（沖縄
三菱電機販売(株)（現(株)沖縄菱電ビルシステ
ム））により設置されている。
　エレベーターは各社独自の技術により製造さ
れており、製造メーカー及びその系列業者でな
ければ部品の追加や制御装置等の改修が出
来ない。
　よって、地方自治法施行令第167条の２第１項
第２号により、(株)沖縄菱電ビルシステムと随意
契約を行った。

特命随意
契約



土木建築部（局）　における随意契約の実績　　（平成29年度３／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

17
施設建築
課

那覇県税事務
所改修工事設
計業務

平成29年
11月16日

3,024,000 （有）明和設計
沖縄県那覇市字国場１１
７５ー４

第167条の２
第１項第８号

　本業務は、一般競争入札（事後審査）を実施
し、再入札において２社の応札があったが、審
査対象となった１者が辞退し、残る１社は予定
価格超過だったため入札不調となった。
　上記入札結果により、地方自治法施行令第
167条の２第1項第8号に基づき、残る左記１者
から見積を徴収し随意契約を行った。

特命随意
契約

18
施設建築
課

県営渡橋名団
地昇降機改修
工事

平成29年
11月21日

39,960,000
沖縄パナソニック特機
（株）

沖縄県那覇市西２ー１
５ー１

第167条の２
第１項第２号

　本工事は、渡橋名団地に設置されている既設
エレベーター４基について、戸開走行保護装置
等の追加及び耐震改修を行うものである。
　当該エレベーターは、エレベーター製造メー
カーである日本オーチスエレベータ(株)の県内
施工業者（沖縄ナショナル特機(株)（現　沖縄パ
ナソニック特機(株)））より設置されている。
　エレベーターは各社独自の技術により製造さ
れており、製造メーカー及びその系列業者でな
ければ部品の追加や制御装置等の改修が出
来ない。
　よって、地方自治法施行令第167条の２第１項
第２号により、沖縄パナソニック特機(株)と随意
契約を行った。

特命随意
契約

19
施設建築
課

総合行政情報
通信ネットワー
ク中継局撤去
工事設計業務
（八重岳・宮古・
与那国）

平成29年
12月5日

4,309,200
（有）アゴラエンジニアリン
グ

沖縄県那覇市泊２－６－
１　３階

第167条の２
第１項第８号

　本業務については、一般競争入札を実施し、
２社の応札があったが、１者が最低制限価格を
下回ったため失格となり、残る１者により再入札
を２回行ったものの、予定価格超過で不落と
なった。
　上記入札結果により、地方自治法施行令第
167条の２第1項第８号に基づき、残る左記１者
から見積を徴収し、随意契約を行った。

特命随意
契約

20
北部土木
事務所

国道３３１号（指
定区間外）道路
台帳作成業務
委託

平成29年
11月24日

3,996,000
一般財団法人　沖縄県建
設技術センター

沖縄県那覇市寄宮１－７
－１３

第167条の２
第１項第２号

　台帳調書の作成は「公共施設情報管理シス
テム」により実施することとしており、本業務を
履行できる者は同システムを所有する（一財）
沖縄県建設技術センターしかいないことから随
意契約を締結した。

特命随意
契約
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地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

21
中部土木
事務所

川崎川設計業
務委託（Ｈ２９）

平成29年
10月12日

1,782,000 （株）沖縄設計センター
沖縄県那覇市首里末吉
町３丁目５７番地の６

第167条の２
第１項第5号

　川崎川周辺は、河川幅員が狭小なため、これ
まで台風時や梅雨時期の大雨等により幾度と
なく浸水被害を被っており、川沿いのうるま市、
沖縄市から早急の河川整備の要請があり、可
能な限り早急な対応が求められている。
　本業務区間は、川崎川の下流付近にあたり、
河川工事が人的災害を引き起こさないために
下流側から実施する必要があること、地権者と
の用地買収協議が円滑に進展することができ
るようになるため、早急な業務実施が必要と
なった。今回の業務は擁壁の設計であるため、
擁壁実施設計の実績のある２者に選定し見積
もり依頼した。

22
中部土木
事務所

沖縄環状線（江
洲）災害防除工
事（Ｈ２９）

平成29年
10月24日

18,651,600 （株）神洋
西原町字小那覇236-1
コーポ西原101

第167条の２
第１項第８号

　平成２９年９月１日に一般競争入札を行った
当該工事は、参加資格要件を沖縄県内の「Ａ等
級、Ｂ等級、Ｃ等級」と緩和して選定したが応札
者は２者であった。２者のうち１者は最低制限
価格を下回り失格。１者は予定価格を上回った
ため２回目の入札に移行したが、辞退したため
不調となった。
よって、地方自治法施工令第167条の２第１項
第8号に基づき、予定価格を上回った１者と当
該工事箇所で施工実績のある業者及び同種工
事の施工実績がある業者を選定した。



土木建築部（局）　における随意契約の実績　　（平成29年度３／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

23
中部土木
事務所

天願川調査業
務委託（Ｈ２９）

平成29年
11月14日

5,886,000
（株）大洋土木コンサルタ
ント

浦添市字港川２７２番地１
第167条の２
第１項第5号

　本業務は、天願川河川改修工事（Ｈ２８－１）
の施工中に発生した米軍施設内の変状につい
て、既往の情報の整理、現在の変状状況の調
査、土質調査を実施して、変状発生原因の特
定等を行うことを目的とする。
　変状については、拡大進行している状況にあ
ることから、原因の特定を行い、必要な対応を
実施しているとことが急務となっているため、早
急に本業務を実施していく必要がある。
　また、天願川河川改修工事（Ｈ２８－１）につい
ては、米軍からの指示により中止しているところ
であり、工事再開にあたっては、米軍より対策
の実施が条件と付されていることから、早急に
本業務を実施していく必要がある。
　本業務については、その様な状況にあること
から、地方自治法施行令第167条の２第1項第5
号に基づき、随意契約方式で契約を締結し、早
急に業務を開始するものである。
　また、契約相手については、早急な業務の実
施・完了を目指すことから、当該工事範囲を設
計し現場状況及び設計図書に精通している
（株）大洋土木コンサルタントと契約したい。

特命随意
契約

24
中部土木
事務所

普天間川災害
復旧測量調査
設計業務委託
（H29)

平成29年
12月11日

3,402,000 （株）南城技術開発 那覇市識名１－４－１６
第167条の２
第２項第５号

　本業務は、平成29年11月17日の豪雨により
被災した普天間川の護岸を復旧することを目的
として測量設計を実施するものである。
　災害復旧に係る当該業務については、早急な
対応を要することから、地方自治法施行令167
条の2第1項第5号の規定に基づき随意契約を
行うものである。
　見積依頼業者については、災害復旧に係る
調査測量設計業務の実績が多数である業者３
者とした。

25
南部土木
事務所

報得川災害復
旧調査測量設
計業務委託（Ｈ
２９－１）

平成29年
11月30日

3,564,000 （株）沖縄設計センター
沖縄県那覇市首里末吉
町３ー５７ー６

第167条の２
第１項第５号

　平成２９年１１月１７日の大雨により発生した
報得川の災害に対応するため、報得川設計業
務の実績があり、現場を熟知し迅速な対応が
期待できる業者３者で見積もり合わせを行った
ところ、左の者が落札した。



土木建築部（局）　における随意契約の実績　　（平成29年度３／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

26
南部土木
事務所

豊見城中央線
街路改良工事
（Ｈ２９－２）

平成29年
10月16日

9,828,000 安岡建設（株）
沖縄県那覇市字天久９１
８－６

第167条の２
第１項第６号

　本工事は、当初は予想していなかった施工中
の改良工事に伴い生じる段差解消工事である
ため、現場の錯綜を回避し、履行期間の短縮
及び経費削減のため、改良工事の請負業者を
選定した。

特命随意
契約

27
宮古土木
事務所

宮古管内一般
公共海岸区域
台帳作成業務
委託（Ｈ２９）

平成29年
10月11日

2,851,200
一般財団法人　沖縄県建
設技術センター

沖縄県那覇市寄宮１－７
－１３

第167条の２
第１項第２号

　（財）沖縄県建設技術センター（以下、セン
ター）では、「公共施設情報管理システム」を所
有しており、沖縄県の各土木事務所等は、同シ
ステムを利用し、台帳を共有することで各公共
施設の連続性・関連正等が確認することが可
能となっている。同システムを使用することで公
共施設管理者の適正かつ効率的な業務の支
援ができるようになるため、同システムに関す
る著作権・使用権を有するセンターとの随意契
約を行う。

特命随意
契約

28
下水道事
務所

オゾン設備消
耗品(那
覇)(H29）

平成29年
11月6日

3,151,440
東芝インフラシステムズ
株式会社　沖縄支店

沖縄県那覇市久茂地1-
7-1

第167条の２
第１項第２号

　オゾン設備については、その特殊性から製造
メーカーが少なく、また各メーカーによってオゾ
ン発生方法、機器構造等が異なっているため
特殊な専門技術が必要であり、定期点検時に
交換する消耗品についても、当該設備を正常に
稼動させるため、特殊な設備との関連性を考慮
のうえ選定・使用する必要がある。
　このため、当設備を設置した（株）東芝の関連
会社であり、保守・点検サービスを行っている
東芝インフラシステムズ株式会社の沖縄支店を
選定した。

特命随意
契約

29
下水道事
務所

オゾン設備点
検業務委託（那
覇）(H29)

平成29年
11月6日

3,628,800
東芝インフラシステムズ
株式会社　沖縄支店

沖縄県那覇市久茂地1-
7-1

第167条の２
第１項第２号

　オゾン設備については、その特殊性から製造
メーカーが少なく、また各メーカーによってオゾ
ン発生方法、機器構造等が異なっているため
特殊な専門技術が必要である。
　このため、当設備を設置した（株）東芝の関連
会社であり、保守・点検サービスを行っている
東芝インフラシステムズ株式会社の沖縄支店を
選定した。

特命随意
契約



土木建築部（局）　における随意契約の実績　　（平成29年度３／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

30
下水道事
務所

下水道関連シ
ステム整備業
務委託（H29）

平成29年
12月1日

4,471,200
一般財団法人　沖縄県建
設技術センター

沖縄県那覇市寄宮1丁目
7番13号

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、既導入済みの下水道台帳システ
ム及び工事資料検索システムのデータ更新、
機能追加等の業務を委託するものである。
　両システムを構築した(一財)沖縄県建設技術
センター以外の者に本業務を履行させた場合、
システム障害発生時に責任の所在が不明確と
なるおそれがあり、センターと両システムは密
接不可分の関係にあるため。

特命随意
契約

31
都市モノ
レール建設
事務所

沖縄都市モノ
レール技術審
査支援業務委
託（Ｈ２９－２）

平成29年
10月3日

1,468,800
一般財団法人　沖縄県建
設技術センター

沖縄県那覇市寄宮1丁目
7番13号

第167条の２
第１項第２号

　一般財団法人沖縄県建設技術センター（以
下、建設技術センター）は、建設事業に関する
技術及び事務の改善向上と建設工事用資材の
適正な品質確保を図ることにより、建設事業の
振興発展に寄与することを目的として、沖縄県
及び市町村の出捐により設立された財団であ
る。このような趣旨で設立された建設技術セン
ターは、十分な知識・経験を有する職員が配置
され、法令遵守及び秘密の保持を確保できる
体制が整備されていることから、発注関係事務
を公正に行う条件を備えており、競争参加者の
技術情報を適切に管理し、公正・中立な立場で
総合評価の技術審査を行える唯一の機関であ
る。

特命随意
契約


